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大 山 崎 町 分 別 収 集 計 画 

 

令和 7 年 10 月   

１ 計画策定の意義  

 近年、「持続可能な開発目標（SDGs）」が国連総会で採択されるなど、大量

生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、

循環型社会へと転換することが求められている。そのためには、社会を構成す

る主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

  現在、一般廃棄物の収集・運搬については町が、処理については向日市、長

岡京市及び本町で構成する一部事務組合の乙訓環境衛生組合が主体で行って

いる。  

3Ｒの推進等により、最終処分量は長期的には減少傾向にあるものの、廃棄

物処理施設 (処分場 )の確保は非常に重要な課題である。とりわけ、乙訓環境衛

生組合が管理運営する既存の最終処分場である勝竜寺埋立地の残容量が逼迫

しており、また、場外処分場である大阪湾臨海環境整備センターの埋立処分場

についても、今後一定期間の供用は見込めるものの、永続的に利用できること

が確約されるものではない。  

  本計画は、このような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律（以下「法」という。）第８条に基づいて、一般廃棄物の中

で大きなウエートを占める容器包装廃棄物の分別収集、及び地域における容器

包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、最終処分

量の削減を図るために、町民・事業者・行政それぞれの役割を明確にし、具体

的な推進方策を明らかにするとともに、すべての関係者が一体となって取り組

むべき方針を示したものである。  

  本計画により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、廃棄物の減

量をはじめ、最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減及び資源の有効利用を

促進し、循環型社会の形成を図る。  

 

 

２ 基本的方向  

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。  

  ・ごみの排出抑制、リサイクルを基本とした地域社会づくり  

  ・全ての関係者が一体となった取り組みによる環境にやさしい社会づくり  

 ・徹底した分別を行うことにより、最終処分量を減らしていく環境づくり  
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３ 計画期間  

  本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改

定する。  

４ 対象品目  

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス

製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、

その他のプラスチック製容器包装（白色トレイを含む。）を対象とする。  

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

  （法第８条  第２項  第１号） 

  
令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

容器包装廃棄物 658ｔ 656ｔ 655ｔ 654ｔ 653ｔ 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項  

  （法第８条  第２項  第２号） 

  容器包装廃棄物の排出抑制の促進を図るため、次の方策を実施する。 

  なお、実施にあたっては町民、事業者、再生業者等がそれぞれの立場から役

割を分担し、相互に協力・連携を図る。  

   また、住民、事業者、廃棄物処理業者及び学識経験者等で構成する、廃棄

物減量等推進審議会を開催し、排出抑制等に関するコンセンサスを形成する。 

 (1) レジ袋及び過剰包装抑制の啓発 

  ① 過剰包装を断るための町民への啓発 

② レジ袋及び過剰包装の抑制のための事業者への協力要請  

  ③ レジ袋の抑制及びマイバック運動の推進 

 (2) 教育、啓発活動 

  ① あらゆる広報媒体を通じての、分別方法等の周知徹底を図る。  

  ② ごみ処理施設の見学会を実施し、町民への意識の高揚を図る。  

 ③ 学校での環境学習への積極的な支援を行う。  

 (3) リサイクル活動への支援 

①    町内会・自治会・子供会等のリサイクル活動を広く周知し支援する。 

  ② 環境問題に取り組む民間団体への支援を行う。  

 (4) 乙訓環境衛生組合リサイクルプラザにおける再生事業 
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廃棄物の再生を目的としたガラス、自転車、家具の各工房を設置し、

再生品等を展示するとともに、ガラス工芸教室等を開催しリサイクルへ

の啓発が行われており、広く町民への事業周知を図る。 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃

棄物の収集に係る分別の区分（法第８条  第２項  第３号） 

  最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総

合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定め

る。 

  また、町民の協力度、町が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係

る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。  

なお、紙パック、段ボールについては、集団回収により自主ルートで再資源

化を図る。白色トレイについても、商業施設の独自回収により自主ルートで再

資源化を図る。 

 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類  収集に係る分別の区分 

主 と し て ス チ ー ル 製 の 容 器 

主 と し て ア ル ミ 製 の 容 器 
缶 

主として      無色のガラス製容器 

 

ガラス製の     茶色のガラス製容器 

 

容器        その他の色のガラス製容器 

ガ ラ ス び ん 

主として紙製の容器であって、飲料を充てんするた

めのもの（原材料としてアルミが使用されているも

のを除く） 

飲 料 用 紙 パ ッ ク 

 

主 と し て 段 ボ ー ル 製 の 容 器 

 

段 ボ ー ル 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）  

製の容器であって飲料又はしょうゆ等を充てんす 

るためのもの 

ペ ッ ト ボ ト ル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記  

以外のもの 
そ の 他 プ ラ ス チ ッ ク 

上記の内、主として白色の発砲スチロール製の食品

トレイ 
白 色 ト レ イ 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの

量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

 （法第８条  第２項  第４号）  

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

34 34 34 34 34

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

18 18 18 18 18

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

12 7 11 7 11 7 11 7 11 7

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

0 33 0 32 0 32 0 32 0 32

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

81 0 81 0 81 0 81 0 81 0

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

0 0 0 0 0

265 266 268

令和8年

10

17

（合計）

34

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

18 18 18 18 18

（合計） （合計）

33 32

（合計）

0

(単位：t)

令和9年

10

17

（合計）

34

令和10年

10

17

（合計）

34

令和11年

10

17

（合計）

34

令和12年

10

17

（合計）

34

32 32

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

19 18 18

32

（合計）

0

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

18 18

分 別 収 集 す る
容 器 包 装 の 種 類

主としてスチール製の容器

主としてアルミ製の容器

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

49 49 50

8

48

(合計) (合計) (合計)

0 0

5

48

5 6 7

0

（合計）

（合計）

（合計） （合計）

81 81 81 81

（合計）

0

81

（合計）

0

９ 品 目 計

(うち白
色トレ
イ)

主として紙製の容器であって飲
料を充てんするためのもの(原
材料としてアルミニウムが使用
されているものを除く)

主として段ボール製の容器包装

主として紙製の容器包装であっ
て上記以外のもの

主としてポリエチレンテレフタ
レート(PET)製の容器であって
飲料又はしょうゆその他主務大
臣が定める商品を充てんするた
めのもの

主としてプラスチック製の容器
包装であって上記以外のもの

0 0

（合計） （合計）

（合計） （合計）

(合計) (合計)

（合計）

0

265 263
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの

量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算出

方法  

 ごみの発生抑制（減量）とごみの資源化を推進し、現在の分別収集を進めてい

くことを前提として、直近年度の収集実績及び人口推計をもとに令和 12 年度ま

での特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に規定する主務省令で定め

る物の量の見込みを算出した。 

 

分別基準適合物等＝  令和 6 年度実績 × 人口変動率  

 

 なお、人口推計については、「大山崎町一般廃棄物処理基本計画（令和４年３

月策定）」に用いた推計値とし、飲料用紙パック及び段ボールについては、同計

画において算出した見込み量とした。  

 

令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

16,610 人 

（対前年度比） 

99.83％ 

16,582 人 

（対前年度比） 

99.83％ 

16,555 人 

（対前年度比） 

99.84％ 

16,526 人 

（対前年度比） 

99.82％ 

16,497 人 

（対前年度比） 

 99.82％ 
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１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項  

  （法第８条  第２項  第５号）  

  分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。  

  分別収集の実施主体は、以下に示すとおりである。  

 

 

容器包装廃棄物の種類  収集に係る分別の区分  収集・運搬段階  選別・保管等段階  

缶  

ス チ ー ル  

 

ア ル ミ  

カ ン 類  
町（委託業者）  

 

 

による定期収集  

 

乙訓環境衛生組合  
ガ

ラ

ス

び

ん  

無 色 ガ ラ ス  

 

茶 色 ガ ラ ス  

 

そ の 他 ガ ラ ス  

 

 

ガ ラ ス び ん  

 

 

 

紙  

 

飲 料 用 紙 製 容 器  

 

 

飲 料 用 紙 パ ッ ク  

集団回収  民間資源回収業者  
 

段 ボ ー ル  

 

 

段 ボ ー ル  

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク  

 

 

ペ ッ ト ボ ト ル  

 

 

ペ ッ ト ボ ト ル  

 

 

町（委託業者）  

 

 

による定期収集  

 

 

 

 

乙訓環境衛生組合  

 
その他プラスチッ

ク 製 容 器 包 装 

そ の 他  

プ ラ ス チ ッ ク 

その他プラスチッ

ク 製 容 器 包 装 

白 色 ト レ イ  

商 業 施 設 の 

独 自 回 収 

民間資源回収業者  
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項  

   （法第８条  第２項  第６号）  

  缶、ガラスびんの容器包装廃棄物は、乙訓環境衛生組合のリサイクルプラザ

施設において、選別、圧縮、梱包、保管等を行う。  

 ペットボトル、その他プラスチック容器包装廃棄物については、勝竜寺埋立

地内のプラプラザ施設において、選別、圧縮、梱包、保管等を行う。  

 

 

分別収集の用に供する施設計画  

 

分別収集する容器  

包装廃棄物の種類  
収集容器  収集車  中間処理  

缶  
ス チ ー ル 缶  

ア ル ミ 缶  

プ ラ ス チ ッ ク  

コ ン テ ナ  
2t /パッカー車  

 

乙 訓 環 境 衛 生 組 合  

 

リ サ イ ク ル プ ラ ザ  

 

 

ガ

ラ

ス

び

ん  

 

無 色 ガ ラ ス 

茶 色 ガ ラ ス 

そ の 他 ガ ラ ス 

 

 

プ ラ ス チ ッ ク  

コ ン テ ナ  

 

2t ダンプ（深

ボディ、パワー

ゲート付）  

紙  

飲 料 用 紙 パ ッ ク 
集 団 回 収 

 

民間資源回収業者  
段 ボ ー ル 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク  

ペ ッ ト ボ ト ル 

 

ビ ニ ー ル 製 折 畳

容器  

2t /パッカー車  乙 訓 環 境 衛 生 組 合  

 

プ ラ プ ラ ザ  

その他プラスチック製

容 器 包 装  

ビ ニ ー ル 製 折 畳

容器  
2t /パッカー車  

白 色 ト レ イ  商 業 施 設 の 独 自 回 収 民間資源回収業者  
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分別収集に必要な施設計画（その１）  

【排出段階】  

施設の種類  

対象とする容器

包装廃棄物等の

種類、量等  

施設等の仕様（形状、形式、  

 

能力、数量等）及び整備計画  

管 理  

 

主体等  

参 考 欄  

１ 排出容器  

①  箱型  

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺﾝ

ﾃﾅ 

 

 

 

 

 

 ② 箱型  

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺﾝ

ﾃﾅ 

 

 

 

 

 

③  ビ ニ ー ル

容器  

ビ ニ ー ル 製

折畳容器  

 

 

 

 

④  ビ ニ ー ル

容器  

ビ ニ ー ル 製

折畳容器  

 

ａ 缶  

 （ｱﾙﾐ・ｽﾁｰﾙ） 

 

 

 

 

 

 

ｂ  ガラスびん  

（無色・茶色・そ

の他）  

 

 

 

 

 

ｃペットボトル  

 

 

 

 

 

 

 

ｄその他プラス

チック  

 

〔仕様〕  

大型プラスチックコンテナ  

材質 プラスチック製  

容量 160 ㍑  

   コンテナ１個の有効外寸  

  ５３０mm×７７０㎜×４００㎜  

数量  収集ステーション１カ所当り  

   ２～８個  

〔仕様〕  

小型プラスチックコンテナ  

材質 プラスチック製  

容量 49 ㍑  

   コンテナ１個の有効外寸  

  ３３０mm×４８０㎜×３１０㎜  

数量  収集ステーション１カ所当り  

   ８～２０個  

〔仕様〕  

折畳容器  

材質 ビニール製  

容量 512 ㍑  

   容器１個の有効外寸  

  ８００mm×８００㎜×８００㎜  

数量  収集ステーション１カ所当り  

   １個  

〔仕様〕  

折畳容器  

材質 ビニール製  

容量 512 ㍑  

容器１個の有効外寸  

  ８００mm×８００㎜×８００㎜  

数量  収集ステーション１カ所当り  

   ３個～５個  

 

町  

 

 

 

 

 

 

 

町  

 

 

 

 

 

 

 

町  

 

 

 

 

 

 

 

町  

 

昭和 54 年

４月から分

別収集開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 12 年

４月から分

別収集開始  

 

 

 

 

 

平成 13 年

４月から分

別収集開始  

２ 集積場所  ａ～ｄ  
分別収集ステーション利用  

町内 83 カ所  
町  

 

※ 同施設計画は、町が管理主体となる施設計画である。  
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分別収集に必要な施設計画（その２）  

【運搬段階】  

施設の種類  

対象とする容器

包装廃棄物等の

種類、量等  

施設等の仕様（形状、形式、  

 

能力、数量等）及び整備計画  

管 理  

 

主体等  

参 考 欄  

１ 専用車両  

 ①  資源回収

用 パ ッ カ

ー車  

 

 ②  資源回収

用 深 ボ デ

ィ車  

  （ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ

付）  

 ③  資源回収

用 パ ッ カ

ー車  

 

 ④  資源回収

用 パ ッ カ

ー車  

 

⑤  容 器 運 搬

用 ト ラ ッ

ク  

  （ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ

付）  

 

 

ａ 缶  

 

 

 

ｂ ガラスびん  

 

 

 

 

ｃ  ペットボト

ル  

 

 

ｄ  その他プラ

スチック  

 

 

〔仕様〕  

形状 最大積載量 2000 ㎏  

数量 １台  

 

〔仕様〕  

形状 最大積載量 2000 ㎏  

数量 １台  

 

 

〔仕様〕  

形状 最大積載量 2000 ㎏  

数量 １台  

 

〔仕様〕  

形状 最大積載量 2000 ㎏  

数量 １台  

 

〔仕様〕  

形状 最大積載量 2000 ㎏  

数量 １台  

 

 

町  

 

 

 

町  

 

 

 

 

委託  

 

 

 

委託  

 

 

 

町  

 

昭和 54 年

４月から分

別収集開始  

 

 

 

 

 

 

平成 12 年

４月から分

別収集開始  

 

平成 13 年

４月から分

別収集開始  

 

昭和 54 年

４月から分

別収集開始  

※ 同施設計画は、町及び委託業者が管理主体となる施設計画である。  
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分別収集に必要な施設計画（その３）  

【中間処理段階】  

容器包装廃棄物の  

種      類  

収集に係る  

分別の区分  
中間処理施設  備  考  

缶  

ス チ ー ル  

カ ン  

リ サ イ ク ル プ ラ ザ  

資 源 化 施 設  

選 別 圧 縮 保 管  

 

ア ル ミ  

ガ

ラ

ス

び

ん  

無 色 ガ ラ ス  

 

茶 色 ガ ラ ス  

 

そ の 他 ガ ラ ス  

 

 

ビ ン  

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク  

ペ ッ ト ボ ト ル  ペ ッ ト ボ ト ル  

プ ラ プ ラ ザ  

資 源 化 施 設  

選 別 圧 縮 梱 包 保 管  

 

その他プラスチック製

容 器 包 装  

そ の 他    

プ ラ ス チ ッ ク  

※  同施設計画は、乙訓環境衛生組合が管理主体となる施設計画である。  

 

 

リサイクルプラザ   大山崎町字下植野小字南牧方３２番地  

プラプラザ      長岡京市勝竜寺下長黒１－１番地  

勝竜寺埋立地     長岡京市勝竜寺下長黒１－１番地  

 

乙訓環境衛生組合の構成市町は、ごみの収集に関して、現在は、次の 10 種類（①～⑩）

に分けて分別収集を実施している。  

①   可燃ごみ      紙類、厨芥、草木類等の可燃物  

② 粗大ごみ      木材類、家具、電気製品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、

衣類乾燥機、エアコン、パソコン、オイルヒーターを除く。）

金属製品等  

③ 缶         アルミ缶、スチール缶  

④ ガラスびん     ガラスびん  

⑤ その他不燃物    陶磁器類、鍋、ヤカン、金属製品等  

⑥ 筒型乾電池  

⑦ 蛍光灯  

⑧ ペットボトル  

⑨ スプレー缶・ガスライター  

⑩ その他プラスチック
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１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関する事項  

    

  容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に実施するため、次の取り組み

をすすめていく。  

⑴   排出指導の徹底  

   現在、民間業者に委託して、分別収集ステーションに分別排出指導員を

配置し、適正な排出を行うよう町民向け指導を行っており、今後も継続的

に取り組む。  

又、町民による自主的な啓発活動を推進していくため、各町内、自治会

から環境美化推進員を委嘱し、研修会等を通じて地域の人材育成を図る。 

   

⑵   分別の促進  

半透明の指定ごみ袋の導入や継続的な啓発により、町民の分別に対す

る意識を高め、容器包装廃棄物を含めた資源物の分別を促進する。  

 

⑶   集団回収への支援  

    古新聞、古雑誌、段ボール紙、紙パック等については、地域の子供会が

主体となり、自主的に集団回収されており、これらの活動を支援するため、

町民向け情報提供を推進します。  

 

⑷    進捗状況の確認  

毎年度、分別収集計画の進捗状況を確認し、事後評価を行う。  

 


